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中古住宅から「安心Ｒ住宅」へ 

 

■中古住宅市場と不動産市場 

中古住宅の在庫件数は、増減を繰り返しながらも全体的に増加傾向にあります。 

基本的に需要と供給の関係にある為、物件数が増えると購入する側は選択肢が増え、 

安く住宅を購入できるメリットがあります。 

しかし、同じエリアで競合する物件が増え続けた場合、全体として資産価値が低下する

デメリットがあります。 

日本は新築至上主義で、住宅の量が他国と比べても非常に多い国となってしまいました。 

空き家問題が出ている中、これ以上住宅数と居住地の総量を増やさないことが重要です 

 国の住宅政策もストック（既存）重視に転換しており、中古住宅の流通促進や空き家の

転用を促すための建築基準法の緩和など様々な施策が展開されています。 

住宅を「使う」方にインセンティブが働くよう、税制や法制度、補助制度などの見直しも

必要です。 

 

■安心Ｒ住宅とは 

何度か、これまでのメルマガの中でも記載させていただいた安心Ｒ住宅について 

事業説明会も開催されている中で、安心Ｒ住宅とは一体どうゆうものか 

基本的には、安心Ｒ住宅の対象となる住宅を提供する事業者団体は、 

一般社団法人もしくは中

小企業等協同組合等が考え

られます 

目的は、従来の既存住宅の

「汚い」イメージを払拭する

こと、 

また、購入者が検討・相談

できる窓口を設置すること

も団体の業務に入ります 

こうして団体の会員は、広

告販売時に標章を付与する

ことができます。 
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※国土交通省資料 

 

■ストック循環型社会 

 今まさに、ストック循環型社会に向けて本格的に動いている市場。 

 国の施策やイメージは現在、住宅産業界に向けて行われているものがメインと 

なっていますが、中古物件を取り扱うことが多いのは不動産市場。 

 消費者が住みたい・買いたいとなるような既存住宅・中古住宅を演出するには 

 単なるリフォームだけで大丈夫でしょうか 

 写真イメージの掲載も安心Ｒ住宅の施策では今後増やしていく方針になっています 

 営繕修繕・機器交換だけでは、 

消費者はかえって判断しづらくなってしまうかもしれません 

 中古住宅から安心Ｒ住宅へ・・というイメージの払拭が第一段階 

 しかし販売のことを考え、演出の取り組みを進めるなら 

 現段階から今後の基礎となる事業開発が非常に重要なものとなってくるかもしれません 

  

 

 

 

 

 

 


